
議案第７２号

和光市印鑑条例の一部を改正する条例を定めることについて

和光市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。

和光市印鑑条例の一部を改正する条例

和光市印鑑条例（昭和５１年条例第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改

正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

附 則

改正後 改正前

（証明書の申請） （証明書の申請）

第１１条（略） 第１１条（略）

２ 前項の規定にかかわらず、登録者は、電子署名
等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業
務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第
２２条第１項の利用者証明用電子証明書が記録さ
れた個人番号カード（行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法律（
平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定す
る個人番号カードをいう。）を使用し、登録者自
らが多機能端末機（地方公共団体情報システム機
構の使用に係る電子計算機を経由して和光市の使
用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された
通信端末機をいう。）で当該利用者証明用電子証
明書に係る必要な操作をすることにより、証明書
の交付を申請することができる。

（証明書） （証明書）

第１２条 証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に
登録されている印影の写し（印鑑登録原票に登録
されている印影を光学画像読取装置（これに準ず
る方法により一定の画像を正確に読み取ることが
できる機器を含む。）により読み取って磁気ディ
スクに記録したものに係るプリンターからの打ち
出しを含む。以下この条において同じ。）につい
て市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事
項を記載するものとする。

第１２条 証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に
登録されている印影の写しについて市長が証明す
るものとし、併せて次に掲げる事項を記載するも
のとする。

⑴～⑷（略） ⑴～⑷（略）

２・３（略） ２・３（略）

４ 市長は、官公署が公共用地として所有権取得に
要するため、当該人の印鑑証明を必要とするとき
は、第１１条第１項に定める申請があればこれを
別に証明することができる。

４ 市長は、官公署が公共用地として所有権取得に
要するため、当該人の印鑑証明を必要とするとき
は、第１１条に定める申請があればこれを別に証
明することができる。



この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。

令和４年１１月２４日提出

和光市長 柴﨑 光子

提 案 理 由

個人番号カードを用いたコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機から印

鑑登録証明書の交付を行うために所要の改正を行いたいので、地方自治法第９６条第１項

第１号の規定により、この案を提出するものである。


